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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

新たな住宅セーフティネット制度の概要
※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律

（平成29年4月26日公布 10月25日施行）
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居住支援活動への補助

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

① 登録制度② 経済的支援 ③ マッチング・入居支援
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新たな住宅セーフティネット制度（住宅確保要配慮者の範囲）
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① 低額所得者

（月収15.8万円（収入分位25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内）

③ 高齢者

④ 障害者

⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育して

いる者

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの

として国土交通省令で定める者

法律で定める者

※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、
新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童
養護施設退所者、ＬＧＢＴ、ＵＩＪターンに
よる転入者、これらの者に対して必要な生活
支援等を行う者などが考えらえる。

・外国人 等

（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある

者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦人、

児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、

ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設

退所者、生活困窮者など）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者

（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が

供給促進計画において定める者

国土交通省令で定める者



○ 規模

・床面積が一定の規模以上であること

※ 各戸25㎡以上
ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えるこ
とで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保
されるときは、18㎡以上

※ 共同居住型住宅の場合、別途定める基準

○ 構造・設備

・耐震性を有すること
（耐震性を確保する見込みがある場合を含む）※検討中

・一定の設備（台所、便所、浴室等）
を設置していること

○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失し
ないこと

○ 基本方針・地方公共団体が定める
計画に照らして適切であること 等

登録基準

○ 住宅全体

・住宅全体の面積

15 ㎡ × N ＋ 10㎡以上

（N:居住人数、N≧２）

○ 専用居室

・専用居室の入居者は１人とする

・専用居室の面積

９㎡以上（造り付けの収納の面積を含む）

○ 共用部分

・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面、
洗濯室（場）、浴室又はシャワー室を設ける

・便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人
数概ね５人につき１箇所の割合で設ける

共同居住型住宅（シェアハウス）の基準

セーフティネット住宅の登録基準

5

※別途、ひとり親向けのシェアハウスの基準あり※ 地方公共団体が供給促進計画で定めることで、耐震性
等を除く基準の一部について、強化・緩和が可能

※ １戸から登録可能



施行状況 備考

住宅確保要配慮
者円滑入居賃貸
住宅の登録

６１２，７４２戸
（４７都道府県）

北海道１５,６７１戸、青森県４,４３４戸、岩手県７,６０３戸、宮城県１５,０６５戸、秋田県４，０６３戸、山形県５,３２６

戸、福島県１８,３７５戸、茨城県１１，０４１戸、栃木県１５，８８８戸、群馬県１５，８１５戸、埼玉県４５,２２１戸、千

葉県３４,５９３戸、東京都４１,１２６戸、神奈川県２５，３９３戸、新潟県５,６７６戸、富山県４，６５７戸、石川県８,１

８１戸、福井県１,２９３戸、山梨県３,８７９戸、長野県９５５戸、岐阜県１４，３１４戸、静岡県３０,３４３戸、愛知県５

８,２８８戸、三重２,７４６戸、滋賀県９,９５４戸、京都府１１,８２３戸、大阪府３５,９７７戸、兵庫県２６,９６１戸、奈良

県３,７７６戸、和歌山県１９８戸、鳥取県５,７５０戸、島根県４,５０６戸、岡山県６,４２５戸、広島県１,１９３戸、山口

県４,６３８戸、徳島県６,９０３戸、香川県１２,８４１戸、愛媛県１１,４８８戸、高知県２,８８５戸、福岡県２６，３９５戸、

佐賀県６，３６５戸、長崎県１,２４５戸、熊本県１５,６６３戸、大分県９,５９５戸、宮崎県３５戸、鹿児島県６,８７２戸、

沖縄県１１,３０８戸

居住支援法人
の指定

４５９者
（４７都道府県）

北海道２８者、青森県３者、秋田県１者、岩手県６者、宮城県１２者、山形県３者、福島県６者、茨城県４者、栃木

県６者、群馬県５者、埼玉県１１者、千葉県１９者、東京都３９者、神奈川県１４者、新潟県３者、富山県２者、石

川県７者、福井県６者、山梨県４者、長野県２者、岐阜県５者、静岡県８者、愛知県２３者、三重県３者、滋賀県４

者、京都府１６者、大阪府７４者、兵庫県１９者、奈良県７者、和歌山県８者、鳥取県２者、島根県１者、岡山県９

者、広島県４者、山口県５者、徳島県１者、香川県３者、愛媛県７者、高知県３者、福岡県３５者、佐賀県４者、長

崎県３者、熊本県１４者、大分県９者、宮崎県２者、鹿児島県３者、沖縄県６者

居住支援協議会
の設立

１０９協議会

４７都道府県

６４市区町（北海道札幌市、旭川市、本別町、横手市、鶴岡市、さいたま市、千葉市、船橋市、千代田区、新宿

区、文京区、台東区、江東区、品川区、豊島区、北区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、大

田区、世田谷区、江戸川区、八王子市、府中市、調布市、町田市、西東京市、日野市、狛江市、多摩市、川崎市、

横浜市、鎌倉市、相模原市、藤沢市、岐阜市、小海町、名古屋市、岡崎市、瀬戸市、豊田市、京都市、宇治市、

豊中市、岸和田市、神戸市、宝塚市、姫路市、広島市、東みよし町、東温市、北九州市、福岡市、中間市、大牟

田市、うきは市、熊本市、合志市、とくのしま（徳之島町・天城町・伊仙町））

供給促進計画
の策定

３７都道府県
１７市町

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、新潟県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、山口

県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、

旭川市、盛岡市、いわき市、茂木町、さいたま市、西東京市、横浜市、川崎市、相模原市、長泉町、岡崎市、加

古川市、倉敷市、広島市、福岡市、熊本市、大分市

住宅セーフティネット制度の施行状況（R3.9.30時点）
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成２９年４月２６日公布 １０月２５日施行）

【住宅セーフティネット制度の施行状況】

※家賃債務保証業者の登録：８３者 6
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（戸）

改正住宅セーフティネット法
の施行（H29.10.25）

①省令改正による登録手
続の簡素化（H30.7.10）
②手数料廃止等の要請
（H30.7～）

目標：17.5万戸
（R3.3）

③CSVデータによる一括申請の導
入（R1.5.16）
〇全ての都道府県で手数料廃止・
大幅減額（R1.6月議会）

④業界団体連携による一括申請
（データ連携型）の導入（R2.3）
○全ての政令市・中核市で手数料
廃止・大幅減額（R2.3月議会）

＜促進策：第１弾＞

＜促進策：第２弾＞

＜促進策：第３弾＞



賃貸住宅供給促進計画の策定と基準緩和の状況（R3.9.30時点）
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・賃貸住宅供給促進計画は３７都道府県、１７市町で策定済み。
・面積基準の緩和は１５都府県、８市で実施、住宅確保要配慮者の追加は３５都道府県、１６市町で実施。

●面積基準の緩和

１５都府県、８市

●住宅確保要配慮者の追加

３５都道府県・１６市町

●計画の策定

３７都道府県、１７市町

計画策定済

面積基準の緩和

計画策定等の状況（都道府県）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島
県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀
県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、旭川市、盛岡市、
いわき市、茂木町、さいたま市、西東京市、横浜市、川崎
市、相模原市、長泉町、岡崎市、加古川市、倉敷市、広島
市、福岡市、熊本市、大分市

茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知
県、大阪府、鳥取県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐
賀県、長崎県、いわき市、さいたま市、横浜市、川崎市、相
模原市、岡崎市、福岡市、熊本市



セーフティネット住宅情報提供システム（H29.10.20運用開始）
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国では、セーフティネット住宅をWeb上で検索・閲覧・申請できるとともに、事業者に
よる登録申請や地方公共団体における登録事務などを支援するための「セーフティネッ
ト住宅情報提供システム」※を広く提供。（平成29年10月20日より運用開始）

※https://www.safetynet-jutaku.jp

情報提供
システム

都
道
府
県
等

事業者

①セーフティネッ
ト住宅の登録
データの入力

②登録申請※

③登録手続き

④セーフティネット
住宅の検索・閲覧

要配慮者等

※平成30年７月10日のシステム改修により、システム上での申請を可能とした。

（画面イメージ）



■令和２年度の補助事業実施見込み自治体
※R2.4アンケートを元に、R2.8に聞き取り調査等により確認

都道
府県

政令市
中核市

改修
費

家賃
家賃
債務
保証料

北海道

札幌市 ◎

網走市 ◎ ◎

音更町 ◎ ◎

岩手県

盛岡市 ◎

花巻市 ◎ ◎ ◎

一関市 ◎

宮城県 大崎市 ◎ ◎

山形県

（県） ○

山形市 ◎ ◎

鶴岡市 ◎ ◎ ◎

寒河江市 ◎

南陽市 ◎ ◎ ◎

大石田町 ◎

舟形町 ◎

白鷹町 ◎ ◎ ◎

福島県 石川町 ◎

栃木県
栃木市 ◎

茂木町 ◎

群馬県 前橋市 ◎

埼玉県 さいたま市 ◎

千葉県
千葉市 ◎

船橋市 ◎

東京都

（都） ○ ○ ○

墨田区 ◎ ◎

世田谷区 ◎

豊島区 ◎ ◎ ◎

練馬区 ◎ ◎

八王子市 ◎ ◎ ◎

府中市 ◎

都道
府県

政令市
中核市

改修
費

家賃
家賃
債務
保証料

神奈川県 横浜市 ◎ ◎

静岡県 長泉町 ◎

愛知県
名古屋市 ◎ ◎ ◎

岡崎市 ◎ ◎

京都府
京都市 ◎ ◎ ◎

宇治市 ◎

大阪府
（府） ◎

豊中市 ◎

兵庫県

（県） ○ ○ ○

神戸市 ◎

姫路市 ◎

神河町 ◎

和歌山県 （県） ◎

岡山県 倉敷市 ◎

鳥取県

（県） ○ ○ ○

鳥取市 ◎ ◎ ◎

倉吉市 ◎ ◎

南部町 ◎

徳島県
（県） ○ ◎/○

東みよし町 ◎

福岡県

（県） ○

福岡市 ◎ ◎ ◎

朝倉市 ◎

鹿児島県

（県） ○

薩摩川内市 ◎ ◎

徳之島町 ◎

沖縄県
那覇市 ◎

竹富町 ◎

◎：社総交又は公的賃貸住宅家賃対策
調整補助金による支援を実施

○：都府県単費による支援（市区町村
への補助）を実施

１．登録住宅の改修に対する支援措置
（補助を受けた住宅は専用住宅化）

２．低額所得者の入居負担軽減のための支援措置
（専用住宅として登録された住宅）

事業主体等 Ⅰ 大家等 Ⅱ 家賃債務保証会社等

補助対象
Ⅰ 家賃低廉化に要する費用 Ⅱ 入居時の家賃債務保証料

（国費上限２万円／月・戸） （国費上限３万円／戸）

補助率 国１／２ ＋ 地方１／２（地方が実施する場合の間接補助）

入居者要件等
入居者収入（月収15.8万円以下）及び補助期間（Ⅰは原則10年

以内等）について一定要件あり

事業主体等 大家等

補助対象工事

①共同居住用住居への用途変更・間取り変更、②バリアフ
リー改修(外構部分含む)、③防火・消火対策工事、④子育て
世帯対応改修、⑤耐震改修、⑥居住のために最低限必要と認
められた工事、⑦居住支援協議会等が必要と認める改修工事

補助率・補助
限度額

【補助金】：国１／３
（制度の立上り期、国の直接補助）

【交付金】：国１／３ ＋ 地方１／３
（地方公共団体が実施する場合の間接補助）

※国費限度額はいずれも50万円／戸
（①②③④⑤を実施する場合、補助限度額を50万円／戸加算）

入居者要件等 家賃水準について一定要件あり (特に補助金は公営住宅に準じた家賃)

その他 要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であること

※「登録住宅」と「専用住宅」

・登録住宅：住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録した住宅
・専用住宅：登録住宅のうち住宅確保要配慮者専用住宅として登録した住宅

（複数の属性の住宅確保要配慮者を入居対象者として設定可能）

セーフティネット住宅（専用住宅）への経済的支援の概要・実施見込み（R2.8時点）

令和２年８月時点の調査では、セーフティネット
住宅の改修費が35団体、家賃低廉化等※が41団体
で補助事業を実施見込み。

※家賃低廉化35団体＋家賃債務保証料低廉化のみ実施6団体
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居住支援法人とは
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの

・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

● 居住支援法人に指定される法人
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

● 居住支援法人の行う業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る

情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

都道府県知事

居住支援法人

支援

指定申請

【制度スキーム】

国

● 居住支援法人への支援措置
・居住支援法人が行う業務に対し支援（定額補助、補助限度額1,000万円等）。
・［R３年度予算］共生社会実現に向けたセーフティネット機能強化・推進事業（10.8億円）の内数

居住支援法人制度の概要

※ 居住支援法人は必ずしも①～④のすべての業務を行わな
ければならないものではない。
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居住支援協議会の概要

概要
※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第51条第1項に基づく協議会

居住支援協議会

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅
協議会

(自立支援)
協議会

連
携

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

連携

 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、不動
産関係団体、居住支援団体等が連携して、居住支援協議会※を設立

 住宅確保要配慮者・民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施

12

（１）設立状況 109協議会が設立（令和3年9月30日時点）

○ 都道府県（全都道府県）
○ 市区町（64市区町）

札幌市、旭川市、本別町、横手市、鶴岡市、さいたま市、千葉市、船橋市、千代田区、新宿区、
文京区、台東区、江東区、品川区、豊島区、北区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、
葛飾区、大田区、世田谷区、江戸川区、八王子市、府中市、調布市、町田市、西東京市、日野
市、狛江市、多摩市、川崎市、横浜市、鎌倉市、相模原市、藤沢市、岐阜市、小海町、名古屋
市、岡崎市、瀬戸市、豊田市、京都市、宇治市、豊中市、岸和田市、神戸市、宝塚市、姫路市、
広島市、東みよし町、東温市、北九州市、福岡市、大牟田市、うきは市、中間市、熊本市、合志
市、とくのしま（徳之島町・天城町・伊仙町）

（２）居住支援協議会による主な活動内容
・メンバー間の意見・情報交換
・要配慮者向けの民間賃貸住宅等の情報発信、紹介・斡旋
・住宅相談サービスの実施
（住宅相談会の開催、住宅相談員の配置等）
・家賃債務保証制度、安否確認サービス等の紹介
・賃貸人や要配慮者を対象とした講演会等の開催

（３）支援
居住支援協議会が行う住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等への
入居の円滑化に関する取り組みを支援
〔令和３年度予算〕
共生社会実現に向けたセーフティネット機能強化・推進事業（10.8億円）の内数



サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

13

ハード ○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

サービス ○必須サービス：安否確認サービス・生活相談サービス

※その他のサービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助

契約内容 ○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしてい
るなど、居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 等

【登録基準】

【入居者要件】

・60歳以上の者 又は要支援・要介護認定者 等

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

サービス付き高齢者向け住宅

○バリアフリー化や居住者への生活支援の実施等の基準を満たす住宅について都道府県等が登録を実施。
※サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住まい法）の改正により創設

（平成23年４月公布・同年10月施行）

○料金やサービス内容など住宅に関する情報が事業者から開示されることにより、居住者のニーズにあった
住まいの選択が可能。

戸数 270,244戸

棟数 7,956棟

【登録状況（R3.9末時点）】

住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続ける
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向け住まい・施設の利用者数

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～H29】」及び「介護給付費等実態統計（10月審査分）
【H30~】」による。
※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除く）
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（R1.10.1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~は基本票の数値。 （利用者数ではなく定員数）
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果（利用者数ではなく定員数）による。サービス付き高齢者向け住宅を除く。
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（R2.9.30時点）」による。 （利用者数ではなく登録戸数）

○サービス付き高齢者向け住宅は、短期間で一定程度の普及
（R3.9末時点で270,244戸）

認知GH

有料老人
ホーム

特養

サ高住

老健

軽費

介護療養

養護
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87%
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91%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

全体

（2年未満を除く）

開設後

1年未満

開設後

1年～2年

開設後

2年～3年

開設後

3年～4年

開設後

4年以上経過

H25年度入居率 H26年度入居率 H27年度入居率 H28年度入居率 H29年度入居率 H30年度入居率 R1年度入居率 R2年度入居率

サービス付き高齢者向け住宅の入居率

※H25年度末～R2年度末で回収されたサービス付き高齢者向け住宅整備事業の定期報告を集計。

○ 開設後２年程度は入居率が低い傾向にある。これは、高齢者向けの住宅は、付帯するサービスの確認や家族・ケ
アマネージャーとの調整、入居者の状況に応じた受入体制の確保などに一定の時間を要するためと考えられる。

○ 開設後２年未満の住宅を除くと令和２年度の入居率は91％となっている。
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1.8%

12.3%

6.9%

14.3%

28.7%

21.4%

23.6%

29.2%

26.4%

18.5%

16.0%

17.3%

14.9%

7.8%

11.4%

18.6%

5.1%

12.0%

3.9%

0.7%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大都市圏

地方圏

全国

～６万円 ６～８万円 ８～10万円 10～12万円 12～14万円 14～20万円 20～25万円 25～30万円 30万円～

サービス付き高齢者向け住宅の入居費用

○サービス付き高齢者向け住宅の入居費用（月額） ※

※家賃・共益費・必須サービス(生活相談・見守り)費用の合計 ただし、必須サービス費用は、介護保険適用分(1割負担)を除く。
※令和3年8月末時点における登録情報による
※大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
地 方 圏：その他の道県

家賃、共益費、サービス費（生活相談・見守り）を合計した入居費用は月額約１１万円程度

平均：9.0万円

平均：12.6万円

平均：10.8万円
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サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置

17

「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、建設・改修費に対して、国が民間事業者・医療法人・
社会福祉法人・NPO等に直接補助を行う。 補助期間は令和７年度まで。

＜対 象＞ 登録されたサービス付き高齢者向け住宅等
＜補助率等＞ 住宅 ：新築 1/10 （上限 70 〔令和２年度までは90〕・120・135万円/戸）※1

改修 1/3 （上限195 〔 〃 180〕万円/戸等）
既設改修※2 1/3 （上限 10万円/戸）

高齢者生活支援施設※3 ： 新築 1/10 、 改修 1/3 （上限 1,000万円/施設）

○サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を受ける賃貸住宅の建設・改良に必要な資金、又は当該賃

貸住宅とする中古住宅の購入に必要な資金を貸し付け

○住宅融資保険の対象とすることによる支援
民間金融機関が実施するサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係るリバースモーゲージ型住

宅ローン（死亡時一括償還型融資）に対して、住宅融資保険の対象とすることにより支援

予
算

税
制

融
資

《（独）住宅金融支援機構が実施》

固定資産税
５年間税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内に
おいて市町村が条例で定める割合を軽減

令和5年3月31日までに
取得等した場合に適用

不動産取得税
（家屋）課税標準から1,200万円控除/戸

（土地）家屋の床面積の２倍にあたる土地面積相当分の価格等を減額

※1 床面積等に応じて設定、 ※2 既設のサ高住でIoT技術を導入して非接触でのサービス提供を可能とする工事に限る
※3 訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等の介護関連施設、病院、診療所、看護事業の用に供する施設の新築に係る整備費用を対象外とする

《サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制》

《スマートウェルネス住宅等推進事業：令和３年度予算案 ２３０億円》

下線部は令和３年度拡充、延長等



スマートウェルネス住宅等推進事業

○介護予防や健康増進、多世代交流、子育て世帯への支援等を考慮した先導
的な住環境整備に係る取組として選定されるものに対して支援を実施

③人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

○新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して
住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合及びこれに子育て支援施設を併設
する場合の改修費に対して支援を実施

②セーフティネット住宅改修事業 （住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業）

補助率：1/3 補助限度額：50万円／戸 1,000万円／施設 等

補助率：新築1/10、改修2/3、技術の検証等に係る費用2/3

対象工事：バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用のための改修工事、
間取り変更工事、「新たな日常」に対応するための工事 等

既存ストックを
改修するサ高住
や セーフティ
ネット住宅

夫婦向けのサ高住

子育て支援施設

高齢者生活
支援施設

○サービス付き高齢者向け住宅の供給の加速や多様な居住ニーズに応じた整備の推進を図るため、整備費に対して支援を実施

①サービス付き高齢者向け住宅整備事業

新築 1/10（上限 70・120・135万円／戸※）
改修 1/3  （上限 195万円／戸 等）
既設改修※ 1/3 （上限 10万円／戸）

新築 1/10（上限1,000万円／施設 ）
改修 1/3 （上限1,000万円／施設 ）

※新築の場合は、介護関連施設（デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所 等）、
病院、診療所、訪問看護事業所を補助対象外とする。

【住宅】
【高齢者生活
支援施設※】※床面積等に応じて設定

○子育て世帯等のための支援施設や住まいの整備を伴う市街地再開発事業等
に対して、集中的・重点的に支援を実施

④地域生活拠点型再開発事業

補助率：国1/3（ただし地方公共団体の補助する額の1/2以内）
補助対象：調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費

子育て世帯等のための
支援施設や住まいの整
備を伴う市街地再開発
事業等を集中的・重点
的に支援

多様な世帯の互
助や交流の促進
（ごちゃまぜ）
のまちづくり

※既設のサ高住でIoT技術を導入して非接触でのサービス提供を可能とする工事

地域のサービス
拠点施設を併設

するサ高住

ICTを活用した見守
り等の先導的取組

一般のサ高住

下線部は令和3年度予算における見直し・拡充事項

高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境（スマートウェルネス
住宅）を実現するため、サービス付き高齢者向け住宅やセーフティネット登録住宅の整備、先導的な住環境整備
及び子育て世帯等のための支援施設等の整備を伴う市街地再開発事業等に対して支援。

※社会資本整備総合交付金等による支援も実施

※事業期間を5年間延長（令和３年度～令和7年度）
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○事業期限の延長（令和7年度まで）

○既存ストックの活用の推進

・ 既存ストックを改修する場合の補助限度額をひき上げ：180 → 195万円／戸

・ 新築（25㎡未満の住宅）の補助限度額をひき下げ：90 → 70万円／戸

・ 既設のサ高住でIoT技術を導入して非接触でのサー

ビス提供を可能とする工事に対する補助（新規）

（補助率：１／３、補助限度額：10万円／戸）

○防災の観点から新築の補助要件等を追加

※「要件」の赤字を参照

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の概要

○高齢者住まい法に基づくサ高住として10年以上登録すること

○入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように

定められていること

○入居者からの家賃等の徴収方法が前払いによるものに限定されていないこと

○市町村のまちづくり方針と整合していること

○運営情報の提供を行うこと

○入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること

○新築のサ高住の立地が、土砂災害特別警戒区域に該当しないこと

○新築及び改修のサ高住では、地方公共団体からサ高住に対して応急仮設住

宅又は福祉避難所としての利用について要請があったときは、協定締結等の

協議に応じること。また、発災時には、運営上支障がある等の特段の事情が

ある場合を除き、地方公共団体と協議の上、要配慮者（原則としてサ高住入

居資格を有する者）を受け入れること

○家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額（11.2～24.0万円／月）

とすること。 等

補助率 限度額 補助対象（※１）

改修 １／３ 195万円／戸 （※２）

新
築

床面積30㎡以上
（かつ一定の設備完備）

１／１０

135万円／戸
住棟の全住戸数の２割
を上限に適用（※３）

床面積25㎡以上 120万円／戸

床面積25㎡未満 70万円／戸

既設改修 １／３ 10万円／戸
既設サ高住のIoT導入
に対する補助を追加

補助率 限度額 補助対象（※１）

改修 １／３ 1,000万円／施設 ○

新
築

地域交流施設等（※２）

１／１０ 1,000万円／施設
○

介護関連施設等（※３） ×

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。

改修は、共用部分及びバリアフリー化に係る工事、用途変更に伴い建築基準法等の法

令に適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る工事（高齢者住まい法上必要

となる住宅設備の設置等）に限る。

※２ 限度額195万円/戸の適用と、調査設計計画費の補助対象への追加は、①階段室型の

共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する、②戸建住宅や事務所等を活用し、用

途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必要となる、のいずれか

の改修の場合のみ。その他の改修の場合は、新築と同じ限度額と補助対象が適用。

※３ 住棟の全住戸数の２割を超える住戸の限度額は120万円／戸。ただし、入居世帯を夫

婦等に限定する場合、上限に関わらず当該住戸の補助限度額は135万円／戸。

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。

※２ 地域交流施設、生活相談サービス施設、健康維持施設等で、地方公共団体など地域

との連携を行うもの。

※３ 訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等の介護関連施設、病院、

診療所、看護事業の用に供する施設。

予算のポイント

高齢者生活支援施設

要件
補助内容の概要下線部は令和３年度から追加した要件

住宅

（例）緊急通報 ・健康相談システム

下線部は令和３年度に拡充･重点化した内容
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